
令和 6年 3月

令和6年能登半島地震災害義援金にかかる
領収証明書の送付について

この度は、令和 6年 1月に発生した能登地方を震源とする地震に際しまして、

心温まる義援金をお寄せいただき、心からお礼申し上げます。ご厚意につきま
しては、被災された方々にできるだけ早くお届けできるよう取り組んでまいり
ます。

つきましては、お寄せいただいた義援金にかかる「領収証明書」を送付いた
しますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

なお、この領収証明書原本をもって、寄付金控除及び損金算入できますこと
を申し添えます。

(本証明書は再発行いたしかねますのでご留意ください。)

(事 務 担 当)

石川県出納室

出納決算グループ

TEL 076(225)1557

FAX076(225)1561



領 収 証 明 書

令和 5 年度 歳入歳出外現金 1第 8226 号

納 人
東京都千代田区東神田 1-7‐8 プライム東神田 5F

一般社団法人現場技術土木施工管理技士会 会長森井淳司 様

金 額 ¥ 1 1 1 5 ー0 1 01 0 -0 1 0

ただし、石川県令和6年能登半島地震災害義援金として

上記の金額を領収したことを証明します。
令和6年2月8日

所得税法第78条第2項第1号 、
法人税法第37条第3項第1号
地方税法第37条の2第1項第1号
地方税法第314条の7第1項第1号

にかかる寄附金に該当します "-ココー度
＼ ノ リロ匠軒受

石川県会計管理者 中 村 - 弥熊‐L‐置理
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